
② ＰＰＰ/ＰＦＩの庁内推進体制について
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PPP/PFIの実施を推進する部局の有無

原則としてPPP/PFIを検討する体制の有無

PPP/PFIを検討する体制の内容（複数回答可）

○庁内推進体制の有無について全地方公共団体の回答を分析

※検討体制があると回答した210団体の内訳

○人口規模が大きくなるほど、ＰＰＰ/ＰＦＩの推進部局や原則としてＰＰＰ/ＰＦＩを検討する体制が設けられている傾向がある。
○ＰＰＰ/ＰＦＩを検討する体制については、第三者や庁内の複数部局で組織する委員会等で検討・決定される団体が多かった。

○また、公共施設等総合管理計画との整合性の確認や、事前協議制等を設けることで、事前に事業について把握を行い、事業
発案の段階でＰＰＰ/ＰＦＩを検討できる体制を整えている団体も確認された。
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